
個人情報に関する特記事項 

 

（個人情報等の保護に関する受注者の責務）  

第１条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報及び業務に係るすべてのデータ（以 

下「個人情報等」という。）を取り扱う場合は、個人情報保護の重要性に鑑み大阪市個人 

情報保護条例（平成７年大阪市条例第 11号。以下「保護条例」という。）の趣旨を踏ま 

え、この契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の 

保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。  

２ 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必 

要な措置を講じなければならない。  

 

（個人情報等の管理義務）  

第２条 受注者は、発注者から提供された資料等、貸与品等及び契約目的物の作成のために 

受注者の保有する記録媒体（磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以 

下「記録媒体等」という。）上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄 

等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録するなど適正に 

管理しなければならない。  

２ 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保 

管室に格納する等適正に管理しなければならない。  

３ 受注者は、第１項の記録媒体等について、発注者の指示に従い廃棄・消去又は返却等を 

完了した際には、その旨を文書により発注者に報告するなど、適切な対応をとらなければ 

ならない。  

４ 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第１項の管理記録を発注者に提出しな 

ければならない。  

５ 第１項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に 

対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認 

めるまで委託作業を中止させることができる。  

 

（目的外使用の禁止）  

第３条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途 

に使用し、又は第三者に提供してはならない。  

 

（外部持出しの禁止）  

第４条 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報 

等の外部への持出しを禁止する。 

 

 （複写複製の禁止）  

第５条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は 

複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。 

２ 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第２条を準用する。 



（個人情報等の保護状況の検査の実施）  

第６条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について 

立入検査を実施することができる。  

２ 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。  

３ 第１項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場 

合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保 

護していると認められるまで、作業を中止させることができる。 

 

（事実の公表）  

第７条 発注者は、受注者が保護条例第 15条の規定に違反していると認めるときは、保 

護条例第 16条第１項の規定に基づき、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧 

告することができる。  

２ 発注者は、受注者が前項に規定する勧告に従わないときは、保護条例第 16条第２項に 

 定める事実の公表を行うために必要な措置をとることができる。 

 

（損害賠償） 

第８条 発注者は、受注者が本特記事項に記載された事項に違反し、損害があるときは、そ 

の損害の賠償を受注者に請求することができる。 


